






















　　
第
３
回
で
触
れ
ま
し
た
が
、
申
立
て
が

で
き
る
の
は
「
本
人
、
配
偶
者
、
４
親
等

内
の
親
族
、
市
区
町
村

長
、
検
察
官
な
ど
」
で

す
。
社
会
の
高
齢
化
・
少

子
化
の
進
展
に
伴
い
、
身

寄
り
の
な
い
認
知
症
高
齢

者
や
障
害
者
が
増
加
し

て
お
り
、
親
族
等
に
よ
る

後
見
開
始
等
の
申
立
て
が

で
き
な
い
た
め
、
市
区
町

村
長
申
立
て
が
増
え
て
い

ま
す
。
最
高
裁
判
所
が

2
0
2
1
年
3
月
に
発
表

し
た
2
0
2
0
年
の
申
立

て
総
数

3
6,
8
5
8
件

の
内
、
市
区
町
村
長
申
立

て
は
8,
8
2
2
件
で
実

に
23
.
9
％
を
占
め
て
い
ま

す
。（
図
１
参
照
） 

　
名
古
屋
市
の
場
合
は
市
長
の
申
立
て
権

限
が
各
区
の
社
会
福
祉
事
務
所
長
に
委

任
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
長
申
立
の
場
合
、

親
族
の
意
向
調
査
等
の
た
め
、
申
立
て
に

数
か
月
か
か
っ
て
い
ま
す
。
事
例
に
よ
っ
て

は
、
半
年
以
上
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

成
年
後
見
も
や
い
（
以
下
「
も
や
い
」
）
で

は
親
族
が
申
立
て
を
す
る
場
合
に
、
申
立

て
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
２
、３
週

間
で
申
立
書
を
作
成
し
、
家
庭
裁
判
所
で

の
受
理
面
接
に
も
親
族
申
立
人
に
同
行
し

て
臨
ん
で
い
ま
す
。

　
も
や
い
と
し
て
は
、
親
族
が
元
気
な
内

に
申
立
て
に
つ
な
が
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
成
年
後
見
制
度
は
判
断
不
十
分
な
人

の
財
産
や
権
利
を
守
る
制
度
で
す
が
、
利

用
し
ま
す
と
弁
護
士
等
の
専
門
職
や
も
や

い
の
よ
う
な
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
後

見
人
等
に
対
し
て
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

親
族
が
後
見
人
等
に
就
い
て
、
報
酬
を
と

ら
な
い
場
合
で
も
、
親
族
の
場
合
は
家
庭

裁
判
所
か
ら
後
見
監
督
人
と
い
う
人
が
選

任
さ
れ
て
、
本
人
の
財
産
か
ら
後
見
監
督

人
へ
の
報
酬
を
支
払
う
ケ
ー
ス
が
近
年
増

え
て
い
ま
す
。
障
害
基
礎
年
金
と
作
業
所

で
の
作
業
工
賃
が
お
も
な
収
入
で
あ
る
障

害
者
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
負
担
は
小
さ
く
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
後
見
人
等
に
支
払
う
報
酬
の
額
は
、
後

見
人
等
の
報
酬
付
与
の
審
判
の
申
立
て
に

よ
り
、
家
庭
裁
判
所
が
審
判
に
よ
っ
て
決

定
し
て
い
ま
す
。

　
東
京
家
庭
裁
判
所
が
2
0
1
3
年

1
月
1
日
に
報
酬
の
目
安
を
公
表
し
て

障
害
者
の「
親
な
き
後
」
問
題
と
成
年
後
見
制
度

市
長
申
立
・
後
見
人
等
報
酬
・
成
年
後
見
利
用
支
援
事
業

◆ 

後
見
人
等
へ
の
報
酬
に
つ
い
て

◆ 

身
寄
り
が
な
い
人
等
の
た
め
の

　
市
長
申
立
て

第
５
回

市区町村長
8 ,8 2 2
2 3 .9 ％

配偶者
1 ,6 9 7
4 .6％

親
1 ,7 3 8
4 .7％

その他親族
4 ,0 9 2
1 1 .1 ％

法定後見人等
5 5 6
1 .5 ％

任意後見人等
5 7 6
1 .6 ％

検察官
0

0 .0％ 本人
7 ,4 5 7
2 0 .2 ％

親族以外
9 .9 5 4
2 7 .0 ％

親族
1 9 ,4 4 7
5 2 .8 ％

兄弟姉妹
4 ,0 5 5
1 1 .0 ％

子
7 ,8 6 5
2 1 .3 ％

通常の後見事務を行った場合
基本報酬額

月額２ 万円

管理財額が1 00 0 万円を超え

50 00 万円

　 　 〃　 　 　

月額３ 万円～４ 万円

管理財産額が50 0 0万円を

超える場合

　 　 〃　 　 　

月額５ 万円～６ 万円

注）身上監護等に特別困難な事情があった場合は基本報酬
額の5 0％の範囲内で付加する。遺産分割協議、保険金請

求等の特別の行為をした場合は付加報酬がある。

図1
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◆ 

積
極
的
に
活
用
し
た
い

　
成
年
後
見
利
用
支
援
事
業

8

1 6

6 6 6

3

被後見人等の現金及び預貯金額

2
0
0
0
万

円
以

上

2
0
0
0
万

円
未

満

1
0
0
0
万

円
未

満

5
0
0
万

円
未

満

3
0
0
万

円
未

満

1
0
0
万

円
未

満

成年後見も やい： 2 0 2 1 年 3 月末

◆ 

大
切
な
こ
と
は
、

　
親
も
支
援
者
も
一
人
で
悩
ま
ず
、

　
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

図２
お
り
、
表
は
そ
の
概
略
で
す
。
も
や
い
の

2
0
2
0
年
度
の
平
均
報
酬
額
は
月
額

１
万
９
千
円
程
度
で
す
。

　
図
２
は
、
も
や
い
が
2
0
2
1
年
3

月
末
に
受
任
し
て
い
る
45
名
の
被
後
見

人
等
の
財
産
額
（
現
金
及
び
預
貯
金

額
）
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
す
。
被
後

見
人
等
の
半
数
以
上
の
方
が
3
0
0
万

円
未
満
の
財
産
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
被
後
見
人
等
の
３
分
の
２
の
方
が
年

収

1
5
0
万
円
以
下
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
一
般
の
年
収
と
比
較
し
ま
す
と
、
も

や
い
が
受
任
し
て
い
る
被
後
見
人
の
生
活

は
か
な
り
厳
し
く
、
貯
え
も
少
な
い
と
い

え
ま
す
。
自
宅
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
生

活
し
て
い
る
被
後
見
人
等
は
28
名
で
す
が
、

そ
の
内
5
名
の
方
が
生
活
保
護
を
受
給
し

て
い
ま
す
。（
障
害
者
支
援
施
設
に
入
所

し
て
い
る
方
は
生
活
保

護
移
行
防
止
の
た
め
の

配
慮
措
置
が
あ
り
ま

す
。）

　
財
産
や
収
入
が
少
な

く
て
も
、
お
金
に
心
配

せ
ず
に
成
年
後
見
制
度

が
い
っ
そ
う
利
用
し
や

す
く
な
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

　
財
産
の
額
が
少
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、
成

年
後
見
制
度
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
に
申

立
費
用
の
助
成
と
後
見
人
等
報
酬
の
助

成
を
自
治
体
が
行
う
制
度
が
成
年
後
見

制
度
利
用
支
援
事
業
で
す
。

　
名
古
屋
市
の
場
合
、
成
年
後
見
制
度

利
用
支
援
事
業
の
対
象
に
な
る
の
は
、
被

後
見
人
等
が
、

（
１
）
生
活
保
護
受
給
者

（
２
）
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
受
給
者

（
３
）
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
世

帯
の
年
間
収
入
が
単
身
世
帯
で

1
5
0
万
円
（
世
帯
員
が
1
人
増

え
る
ご
と
に
50
万
円
加
算
）
か
つ

世
帯
の
預
貯
金
額
が
単
身
世
帯
で

3
5
0
万
円
（
世
帯
員
が
1
人
増

え
る
ご
と
に
1
0
0
万
円
加
算
）

以
下
の
者
（
世
帯
員
が
居
住
す
る

家
屋
そ
の
他
日
常
に
必
要
な
資
産

以
外
に
利
用
し
得
る
資
産
を
所
有

し
て
い
な
い
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
す
。

　
も
や
い
が
受
任
し
て
い
る
45
名
の
被
後

見
人
等
の
内
、
19
名
の
方
が
こ
の
成
年
後

見
利
用
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

　
親
御
さ
ん
の
中
に
は
、
「
親
な
き
あ
と
」

の
わ
が
子
の
生
活
の
不
安
の
た
め
、
子
ど

も
の
た
め
に
多
額
の
貯
え
を
残
そ
う
と
思

わ
れ
て
い
る
方
も
い
ま
す
が
、
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
な
ど
、
生
活
す
る
た
め
の
支
援
が

受
け
ら
れ
、
安
定
し
た
生
活
の
場
が
あ
れ

ば
、
障
害
基
礎
年
金
、
作
業
工
賃
の
範
囲

で
経
済
的
に
は
や
っ
て
い
け
そ
う
で
、
必
要

以
上
に
貯
え
を
つ
く
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
大
切
な
こ
と
は
、一
人
で
悩
ま
ず
、
保

護
者
会
、
相
談
支
援
事
業
所
、
利
用
し
て

い
る
作
業
所
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の
職

員
と
日
常
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
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N PO 法人成年後見も やい

電　 話： ０ ５ ２ －７ ４ ６ －９ ３ ９ ５

メ ール： ko ukenm o ya i@ h i3 .en j o y.ne .j p

お気軽にご相談下さい。

mailto:koukenmoyai@hi3.enjoy.ne.jp



